
第2回次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する  

保育事業者検討会  
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資料1  

保育サービスの提供の新しい仕組みについて（1）   



（第11回（9／18）提出資料）  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  
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（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 →新たな検討の場）   
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《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方  

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性   



保育サービスの提供の新しい仕組みの検討に際しての前提  

される  
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保育に係る制度改革の検討が必要となっている背景について   



○ 保護者・子どもと直接関わり、ニーズをきめ細やかに把握可能な立場にある認可保育所が利用者と   

向き合いながら、柔軟なサービス提供等サービスの質の向上を促す仕組みの要請  

保育所入所の申請から利用開始までの迅速な対応  

保護者とともに保育内容の充実、質の向上を図っていく仕組み  

○ 核家族化や地域のつながりの希薄化等に伴うすべての子育て家庭への支援の必要性  

○ 過疎化が進み、地域の子どもが著しく減少している地域において、地域の保育機能を維持し、子ど   

もが集団の中で育まれる環境を保障する必要性  

○ 保育サービスの需要の増大に伴い、多額の公費を投入する制度となってきた中、制度の透明性■   

客観性の確保や、効率的な保育システムに向けた行政が公的役割を果たすべき部分の明確化の要請  
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共働き世帯の増加  

○ 従来は、共働き家庭は少なかったが、1997年以降、専業主婦世帯数を上回り、その後も増加を続けている。  

1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998   2∝氾   2∝妃   2∝拘   2（X裕 2007  

（備考）  

1．平成13年までは総務省「労働力調査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。  
2．「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。  

3．「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

4．昭和60年以降は「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」及び「夫婦、子供と親から成る世帯」のみの世帯数。  
5．「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細結果）」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。   



児童数の推移  保育所数及び保育所利用  
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子どものいる女性の就業希望  

○ 我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  
いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）   末子の年齢別子どものいる世帯における  

母の就業状態（平成18年）  

末 子 の 年 齢  

0～3歳   4～6歳   7～9歳  10～12歳   

子どものいる  
100．0   

世帯総数  
100．0   100．0   100．0   

労働力人口  32．5  51．4  62．9  71．2  

就業者  31．0  50．3  61．6  70．5  

完全失業者  1．2  1．7  1．3  1．4   

非労働力人口  67．5  47．4   36．5  28．1  
●■■→■－■－■‥－‥■‥■＝  

■■＝－■一叫■－■●●  

者  24．9  13．2  
．．こ．・・・・  

＿＿． 

出典：総務省「労働力調査詳細調査」（平成18年、年平均）  



女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

0歳  ～  2歳  3歳  ～  5歳  小学校1年 ～ 小学校3年  

，人人 

（参考）  

児童数  
（2006年）   

ブ単価（円）】   

171．250円  101．417円  101，417円  49．417円  4乙417円   42，417円   10．000円   10．の0円   10．000円   

）136．833円  67．000円   67，000円   22，000円   17．250円   17，250円   5．000円   5，000円   5，000円   

【保育所、放課後児童クラ  

単価（事業費ベース■月額）  

単価（公費負担ベース・月額  
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保育所待機児童の現状  

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9，550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  

（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化が続き、待機児童が解消されない状況。 ）  

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（84市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所入所待機児童2万人の内訳】  【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   

3歳以上児  

4千人  1千人  
l  

－＿＿●＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿．＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿  

11千人  

（待機児童全体の  

約6割）  

低年齢児  

（0～2歳児）  4千人  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。   



労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  
O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、日   

本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

○ 若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現と、希望する結婚や出産・子育ての実現を同時に達成できなけ   
れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。その鍵は仕事と子育ての「＝者択一構 造」の解決。  
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この2つの要請を同時に達成する必要 →「二者択一構造」の解決が不可欠  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性・年齢階級別労働力率が変わらないと仮定   
して、平成18年将来推計人口（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  70   



女性の年齢別にみた働き方  
○ 女性の就業率自体は、25～29歳層をピークに、出産を契機とした退職等によって30－39歳層で下がり、  
その後、40～49歳層まで緩やかに上昇（M字カーブ）。  

○ ただし、雇用形態としては、20～29歳層は正規職員が主であるが、30歳以降、正規職員の割合は下がり  

続け、パートが増加。  

（％）  

90．0  

80．0  

70．0  

60．0  

50．0  

40．0  

30．0  

20．0  

10．0  

0．0  

15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65歳以上  

出典＝総務省統計局「平成19年労働力調査」（詳細結果）77   

＿＿．．  



育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務・残業免除）  

○育児期の母親が希望する働き方を見ると、1歳～小学校就学までは「短時間勤務」を希望する人が最も多く、  
次いで「残業のない働き方」となっている。  

子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方（従業員調査）  
◆●■●■‾■▼， ■●● ●●  

■‾‾一‾‾‾‾ 

l ：全体 こ 1  

1∩＝1553】 l l  

盟訪  t残業のある働き方  
■在宅勤務（部分在宅も含む）  

田無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

Al歳まで  

Bl歳半まで  

C3歳まで  

D小学校就学前まで  

E小学校3年生まで  

F小学校卒業まで  

G中学校卒業まで  

H高校卒業まで  

Ⅰ短大・大学以上  

0％未満はデータを表示していない。  注：図表を見やすくするために、5．   

出典＝ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成20年）72   



女性の残業実態  

○女性の残業実態をみると、「週5～6時間」（≒毎日1時間）以上の残業をしている者が、正社員の約3割、  
非正社員でも約2割を占める。  

女性雇用労働者の残業時間（※育児期の女性に限らない）  単位（％）  

（資料）平成15年雇用構造調査（就業形態の多様化に関する総合実態調査） 73   



女性の夜間の就労と受け皿の状況  

○ 深夜（22時～5時）に就労する女性は少数であるが、交代制勤務者を中心に約4％存在する。  
○ 受け皿となる夜間保育所の整備は十分進んでいない一方、認可外のベビーホテルは増加傾向にあり、  
主に夜間保育されている子どもがベビーホテル入所児童の2割を占めている 。  

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査  

ベビーホテルの保育時間帯別入所児童数  

区分   
24時間  主に夜間に保育   主に昼間に保育   間帯が   

されている者  されている者   されている者  不           、明な者   
入所児童総数  

児童数（割合）   257（1％）  6，338（21％）   22，285（75％   668（2％）  29，548（100％）   

（前年児童数）   （440）  （5，734）   （23．721）・   （745）  （30，640）   
（資料）保育課調べ  
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児童が育つ場所  就学前  

0 3歳以上児は、かなりの部分（4歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所  
○ 一方、3歳未満児のうち保育所入所は2割にとどまり、8割の家庭に対する支援の必要性が伺われる。  

1歳児  2歳児  3歳児   4歳以上児  

出典）就学前児童数：平成18年人口推計年報【総務省統計局（平成18年10月1日現在）  

幼稚園就園児童数－：学校基本調査（速報）【文部科学省（平成19年5月1日現在）  

保育所利用児童数＝福祉行政報告例（概数）【厚生労働省（平成19年4月1日現在）   

0歳児  
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子育ての負担感  

○専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。  
○負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。  

薫ト2－35国 子育ての負担感の状況  

女性の子育ての負担感   

0％   20％   40％   60％   80％  100％  ⊂コ共働き家臣の   
母帝  

［コ雫簑主垢  

夫婦で楽しむ  
時間がない   

子育てで  
出資がかさむ  

目が離せないので  
気が休まらない   

片親のみ就労等  
子育てによる  

身体の疲れか凱、   

7
 
 自分の自由な  

時間か持てない  

（資料）（財）こども未来財団「平成12年度子育てに関する  

意識調査事業調査報告書」（平成13年3月）  

50  68  70  D  lO  2［1   30  相   

卓畔：卓笠輝石「箋三間2雌批1竺轄捉帽乱F■2耽2し絹14卜摘〕   

寺て：l；：昭、冥傾き貰直のi昭．専誉三瀬J〕数倍を類題1ヂ均し．たもげ：ある＿  
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子育ての孤立感  

○ 子育てに関する孤立感を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。  
○孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、「話せる相手」  
「相談できる相手」、「パートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。  

励＝把瓢出闇醐ナ割こは  

U  10  ：U  3し‡  ユしr  Jし  刷  

亨軋ミ‥i二解放芋れこ■一こ津軽換1ろ跨恥ち如し：ご  

諒＿7二い・一さ1丁話せて．相手二て∴てL；．ぎ   

け而1㌣∵■も小一いキーう・・】トな．1√む含む；  

子吉ここ二′∴、て瑠正ら÷さ′≡ユ相手．狗、れ「f  

－－卜「－．、三洋育‾こ；二！．■1圭・時管せ－Lサニ  

宝訂二親才つる．こ・甘㌍京王  

′こ－卜「－て子育て〔・■1書手メ干天玄さ、   

害汁．「偲粗掛をまiT止姑、誉慈しこ・これわ；ご  

什草や㌢秋雄J∴ニ甘て封信  

子よ■と適れてi了；Tる乳斬偲まそ）な．し‘   

テレノも．や子ニL√t．動こ；二配落した手ナ嘉‾なれは  

白か虔うt■二拙i「子育てユ三うま＝こr・けiご  

子育てゾ深井ケ封二帰一u牒僻し＿二：ズLれ；さ  

離宮鷲津∵圭一：も〃L巨言紘  

Lてしら士‡，し：＝いれだ  

大夏な一．r】ilほぉた什こ・iユ克・こ、他プ崩；一   

斥舅」ょうi‾杭みケ粒えで一、る二甘慣用信  

子育÷ポ畠滑子．ソ招致親な．・L父親トー吊牒   

二を，てパ、・ち草子ミキ．郎頼麿如拙れ一f  

子育て．パ自・ウ1千ソ紳母親ないL’こ親．叫l．事   

こニ．チノそ・・、いう考†ケ喝運1こエ1たセニブニ着工：二f  

モ∴他  

軋ここ酎輔漸：詐∴・  

馳：か 批舶削弘と紬紗  

E‘真  二的  損  頼も  掴  1帥  

蛸痩業主射武一i；  

仁絹1′、十り ほ二7細   

路ナ潤さ・茎．祀i：  

，．、ま  
んtて  

硲．丑≡ ロ？汁韓逐   日た圭一1叛  D軌たilなし  

（資料）平成18年度子育てに関する意識調査報告書  
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保育サービスの提供の新しい仕組みの検討の留意点  
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現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み①一政令による基準）  

○市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   

で定める基準」に従い、「条例で定める事由」によることとされている。  

O「政令で定める基準」としては、   
以下のいずれ唖   

＋   
敵い場合とされている。   

《保護者の置かれている状況に関する要件》  
① 昼間労働することを常態  
② 同居親族の介護  
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③ 妊娠中又は   

④ 疾病、負傷、  
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 ⑤ 災害復旧時  

⑥ その他（「前各号に類する状態」）  

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   

－ 昼間労働することを常態としていること。  
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。  

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。  
同居の親族を常時介護していること。  
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。  
前各号に類する状態にあること。  
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）   

○ 各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である   
か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個側に通知で解釈を提示   

している。  

① 速過重でも入所申込みが可能【平成12年通知】  

② 下の子の育児休業取得に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど   

「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、 「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、   

継続入所で差し支えない。【平成14年通知】  
③ 母子家庭及び父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定  
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童  

虐待の  止に関する法   

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。  

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

相対的に詳細かつ厳格な内容。  

①政令各号で明記する事由（就労／妊娠一出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により   
基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調整指数として、その他の事由（母子家庭、虐待等）を   
用いる構造となっているところが多い。  

《その他（待機児童の少ない市町村）》   
相対的に大括りで幅広く認励ることが可能な内容   

政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐待等） については、条例においても明記されていない   

ところが多い。  
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入所基準（条例）の実例①（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

6 入所選考基準が同一ランクでの調整指数一覧表  
（平成訓塵・ト月改ノ宣）  

※ 同一ランクで並んだ度合は、以下の碩日に該当する」見合に「硯整指紋lとしてそ11ぞれの項巳に点数をつります。  
※ この点叡が烏い万から順番に選考します。なお、調埜指】蚊の点数が局い万であってもぅンクの逆牢ムはありません。  

5 保育所の入所選考基準  
（基準の考え方）  その他の世帯状況   
＊ランクは、ABCDEFGの順に入所の順位ガ高い笥のとL／ます。  【ランクアップー境目】   

＊お父さん、お母さんでランクが異なる   土易合鼠順位の低いランクを適用します。   ①から須）は各項目1ラ  
きない事を証明する診断≠等を提出することが必要です。   ンクずつ、⑥は2ラン  

ク、最高で2ランクまで  
アップします，  

※左記「9ひとり親世帯 等」が適用される場合は  

ラ  
ます。   ヽ．′▼一－．‥一fl士．▲⊥′  

おノ   保育できない理由、状況   ①ひとり親世帯書  

月20日以上力＼つ1日8q  以上、働いている。   （才生活像醸世帯  

居宅外労働 t列・勤・居宅外  （瓢生新中心者の失業  

自営）  月16〔］以上かつ1日4時間以上7時間未満、働いている。  ④横浜保育圭一書戚罠  

月16日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。  
青穐社■・認可乳兄  
保育所讐の卒夢見  
（卒園l時に青児休薫 中だった方で往書時  

2  月20日以上かつ1日88  司以上、働いている。   に申込をする場合  

居宅内労働 （内勤・居宅内  

を含む）  

自宅）  （訂育休のため退所し、 再入所する■合  
月16日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。  E  

月16日以上かつ1［］4時間以上7時間未満の仕事に内定している。  （若－（診l劃艶先＃位では りません 

あ。  
3   お母さんが出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産   D   
産前産後  の準備又は休衷を要する。   
4（1）   入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療羞で常に病臥し  

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時庭難な場合。  【同一ランクで並んだ場 合の選考】  

同一ランクで並んだ場合 は以下の状況を調整指数 により 
4（2）  

、選考します。  
身体障害者手帳1～2級、精細害者保健福祉手帳1～3級、  （裏面参照）  

心身の障害  

身体障害者手帳3級の交付を受けていて、保育が宙難な場合。  （ぎ欄内在住  

身体華害者手帳4紐の交付を睾けていて、保育が困難な湯合亡   ②保育の代替手段  

5  
子育て支援者となる  
同居継の有九など  

親族の介護   
侵）世帯の状潔  ♯介経書の有加など  

4日以上かつ1日7時間以上保育が函難な場合。  

4日以上かつ1日4時間以上保育が園難な場合。   ④就労状況 夜勤を伴うま則勤♯  

6   震災い風水聖 火災その他の災害により自宅や近隣の復18に当たって  
の有■など   

災害の復旧への従事  い云  A        ⑧ひとり浪世帯蠣  

7   他きょうだいの状況    就職に必要な技能習得の  ために職業訓練校、専門学校、大学なとに  D   
遊学   通っている。  きょうだい同一施設  
8   求職中 （入所期間は3か月です∪その期間内に就覇しないと退所   G   入所や多子世帯など  
求職中   こなります。）  ⑦課税所得金槌  
9  ひとり顆世帯等において、就労、求戯活軌、輪業訓練等を行うことに  

等   住〉－（ヱ・はせ先順位では ありません 

なります。）   
。  

10   児妄福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育に欠ける緊急度   A   
その他   が高いと判断した場合。  （※2）   

（※1） お父さん、お母さんカ†いない   】乗合は、その他の保護者。   
（※2） Aランクかつ2ランクアップ相当として選考します∩  

l：勺習  原考   
申込児妄を65歳末満の親族に深けている   －1  

手云園（雫云居を伴う場合及びきょうだい同時入所のための場合は除  －1  
＜、認定ことも固からの転園は含む）  

保育の代  
†菜5兵保音室 家庭保育福祉員 認可乳児保育所の卒園児（季菌時に  3  卒園証明書等   育児休業をとっており、育児休業明けで≡召可保育所へ申込む】葛合も   のある場合に  醤手段に  
含む）  限ります。  ついて は、左言己  

保育の                                             のうち主 たるもの  判がある堤合に  
1項目の  

みの利用は含まない）  みを適用  

児蔓を覇王易で見ている   
します。  

児≡が危険を伴う重器i莞にいる   

保育の代書手段に閲しノて、上記以外の場合   0  

保≡藍壱が身†本陣害者手帳1，2級・愛の手帳（療育手帳）・精神障害   
2  元のランクの類型が「心   

の障害があると苛められる心身障害竜の1易合  身の障害」のときは加点  
しません。  

世帯の  
状況  

福祉手帳を持っている書がいて介慧している場合  元のランクの類型が「菓罠  
（当該児i又は保護者がこれらの手帳を持っている場合は除＜）  族の′†護」のときは加点  

しません。   同居家庭内に要介誓1以上の認定書がいて介護している場合（在宅介  ロ   護に限る）   
市内在1主  市外在住者（転入予定者は除＜）   －8  

単身赴任   1  

両親共に夜勤を伴う変則勤務である世帯   
就労状況  

居宅外自営業であるが、温湯が自宅にj井戸没している   

勤芳美績が1力＼月未満である世帯   

ひとり親  3  

世帯等   

元のランクが「9．ひとり親世・宗等」で就労内定の1君合   －2  上2行の点数と蔓博して  
元のランクが「9．ひとり親世帯等」で求覇中の1葛合   適用され．ま‾すn     －7   

既にきょうだいが入所している王寄合   
きょう   2  

たい  
の1犬況  

をしノた1易合   

＜同一ランク・同一調整指数で並んだときの選考＞  
※1司－ランク・l司一調整指叡で並んだときは、以下のl貢に考廃して選考します。  

類型間の優先順位（㈹の順〕  
ロ     ①災害 ②疾病・障害 ③居宅外労働 ④介護 ⑤ひとり鞠等 ⑥居宅内労働 e）居宅外・内労働  

（内定） ⑳就学等 ◎出産 ⑩求覇中   

2  両親のうち一方が夜勤を伴う変則勤務である世帯   

3  時間的・業務的拘束力の強さ   

4  保育の協力者の有爾   

5  禁育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯   

篇窪済的状況（課税所得金額）が低い世帯  
6     ただし、4月1日入所は、前年の住民税額で判定する】景合もあります  

（勤務先からの交付が間に合わない等のやむを得ない1男合を除き、証明がある吉が優先）   
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入所基準（条例）の実例②（北海道札幌市）  
《人口189．8万人（平成20年8月1日現在）、待機児童271人（平成20年4月1日現在）》  

保 育 所 入 所 選 考 基 準 表  札幌市   区  
1、保育の実施基準  

父  母   
El■＝P労働7時間以」ニ   

遇5日⊥主l  
1｛）く⊃  100  

【ヨ中労働4時It8以」ニ7時Ⅶ未満   9く⊃  9（⊃  

■   
亡∃中労■由7時It椚以」ニ   90  9｛）  

l∃中労1■b5時∩椚以」二7時r甘l未；萬   80  8（⊃  

過3【∃Jよ  f∃中ヲヲ11馳7時間一妄l上   70  70  

その他  日中労働週あたり】≧（⊃時l甥以」二   70  7（⊃   

週5日以   
t∃中労働7時lⅦ以」ニ   10（⊃  1（＞（⊃  

日中ヲヲ伸助4時It覇以」二7時ー甘l未満   9⊂）  90  

週4一日⊥；▲   
tヨ中労1■も7晴∩覇以」二   90  90  

日中労働5時Il椚⊥；▲」ニ7時I一重未濯■   80  8日⊃  

遇3【ヨ以  日中労イl勤7時l甘I⊥乙l」二   ‾7く⊃  7（⊃  

【∃  7（＝〉  7亡）  

【∃中ブヨ側助7時l甘】以」二   
遺5亡ヨ以  

8く⊃  8（⊃  

El中労働4時∩■以」二7時間未満   7⊂）  7｛⊃  

2   臼 尉   7く⊃  7（⊃  

∈l中労働5時∩8以」ニ7時間未三萬   
イl軌  

6t⊃  ∈i（⊃  

追3日以  日中労働7時Ilれ以」ニ   50  5（⊃  

その他  【∃中労償わJ■あたリ2（⊃時【8以上   5（⊃  6（⊃  

∈】中労働7時nれ以」ニ   
i邑5日以  

a（⊃  8（⊃  

【ヨ中労働4時間以」ニ7時作打禾澤■   7く⊃  70  

日中ブヨイI由7時一瞥】⊥送」こ   
同 田                          i鼠4日以  

70  7く⊃  

日中労働5時〃I以」二7時IV】未満   8（⊃  6く）  

遇3LE】以  【∃中労働7時R力以」二   50  50  

その4也  fヨl手】労働遺あたリ2（⊃時間以」ニ   5（⊃  5（：）   

3  出産    出磨E予＝ヒ日甘け1カ、月・出産月の翌月末  10（⊃   

入院  10（⊃  10（⊃  

♯時臥床   1（）0  10t⊃  

4   居宅内男匪  臼             毎遭遇院カロ療を要する   70  7く⊃  

」ニ冨己以クーの自宅療 ‡   50  5（⊃  

l王手力くし、    身体l王事書舌1・2敵手■書中陣書者1・之扱．矢口的障害者A  11＝）0  100   

病院等の一寸讃しヽ介昌王  10（⊃  100  

重電               自宅介課  7t⊃  7（⊃   

6   ぶ呈  書  イよ l日  100  10く）   

田   t∋0  8く⊃  

自立更生のナ三めの毒も労予定  7（⊃  7（⊃  

lD才l▲事二■■，り亡罰E吉箕への遺風ヱれこの丁て「；恭しヽ菅曇T′∈〉r＝の．一也ヅ亡  
7  ∈Hコ  ∈H⊃  

E】木t青習得学校へ通学中  5⊂）  5（⊃  

も  
の  

70  7（⊃  

児童手首祉ぎ玉音26乗手1項雷ヰ号【＝基づ＜通実口苦受理  999   

児童氏名  

I I 階層区分  

2．保育の調整基準  

‾匹 田   110  

1    凹 至E」   1⊂〉   

2  所得税及び市町千丁民税ヨF辞書兄一口宣弔事∃Eたlエ新手零＝祝ヲ巨  10  

産休明け・雪目木明けl＝よる入所の月■合  4（⊃  

3        兄弟・姉妹力くすでに入所してしヽる場合  40  

産休明 IT・■r休明lTで．シ亡弟・師殊カヽう「で【ニノし′ツナしてし、   50  

年d∈当初く■一月及こメ5月）   1く⊃  

4  2く）  

乎L児Ⅰ王lカ、ら幼児Ⅰ耳l＝手元－E】  999   

二手て   
冥土也基準－†tBの軋∃整基乙章一こ力、力、千っら1「「⊆〉99tき、」とす5．  

I I 
含蓄十点数  

（資料）札幌市ホームページより抜粋  

22   



入所基準（条例）の実例③（兵庫県神戸市）  
《人口153．3万人（平成20年9月1日現在）、待機児童487人（平成20年4月1日現在）》  

選考は・  

入所希望者が、保育所の受け入れ能力を上回るため全員入所で  
きない場合は、原則として下記の優先順位に従って入所を決定し  
ます。（優先順位は主たる保育者の状況によります）下記の項目  
について、ご不明な点がございましたら、区役所保険福祉部「福祉  
事務所・支所にご相談ください。   

優先順位－1  

主なもの  

母子家庭または父子家庭で、居宅外で仕事をしている等、児童を  
保育できない場合  

居宅外で保護者が常勤で、児童を保育できない場合  
保護者が重度の障害のため、児童を保育できない場合  
重度の障害を有する同居親族の常時介護等が必要で、児童を保育  
できない場合  

優先順位 2  
主なもの  

自営の中心者で、昼間居宅内で常に児童と離れて仕事をしていて、児童を  
保育できない場合  

居宅外でパート、非常勤の勤務（原則として、昼間4時間以上、月16日以  
上）をしていて、児童を保育できない場合  
保護者が中程度の障害または病気入院のため、児童を保育できない場合  

長期にわたり疾病の状態にある同居親族を有し、家庭で常時介護している  
ため、児童を保育できない場合  

優先順位 3  

主なもの  

自営の専従者で、昼間居宅内で児童と離れて仕事をしている場合または  
内職をしているため、児童を保育できない場合  

保護者が出産前後（概ね8週間）のため、または病気で自宅療養中のため  
児童を保育できない場合  

○児童福祉法第24条第1項の規定による事由を定める条例  

（昭和62年条例第57号）  

（趣旨）  

第1条 この条例は，児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」   

という。）第24条第1項の規定による事由を定めるものとする。  

（条例で定める事由）  

第2条 法第24条第2項に規定する保育の実施は，児童の保護者の   

いずれもが次の各号のいずれかに該当することにより．当該児童を   

保育することができないと認められる場合において，同居の親族そ   

の他の者が当該児童を保育することができないと認められるときに   

行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態としていること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をす  

ることを常態としていること。  

（3）妊娠中であるか又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり，若しくは負傷し．又は精神若しくは身体に障害を   

有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは   

身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。  

（6）震災，風水害，火災その他の災害の復旧に当たっていること。  

（7）前各号に類する状態にあると市長が認める状態にあること。  

附 則  

この条例は，昭和62年4月1日から施行する。  

附 則（平成10年3月31日条例第68号）  

この条例は，平成10年4月1日から施行する。  

（資料）神戸市例規集より抜粋  （資料）神戸市ホームページより抜粋  
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入所基準（条例）の実例④（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）  
（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に関し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  

（趣旨）  

第1条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   

第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ   
もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   
の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  
（資料）山口市例規集より抜粋 24   



入所基準（条例）の実例⑤（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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入所基準（条例）の実例⑥（鹿児島県さつま町）  

《人口2．4万人（平成20年8月1日現在）》  

（2）居宅内で当該児童と離れて日常の家事   

以外の労働をすることを常態としているこ  

と。  
（3）妊娠中であるか又は出産後問がないこ  

と。  
（4）疾病にかかり，若しくは負傷し，又は精   

神若しくは身体に障害を有していること。  
（5）長期にわたり疾病の状態にある又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の親   

族を常時介護していること。  
（6）震災，風水害，火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）町長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか，申込手   
続その他保育の実施に関し必要な事項は，   
町長が別に定める。  

附 則  

この条例は，平成17年3月22日から施行する。  

○さつま町保育所の保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第96号）  

（趣旨）  

第1条 この条例は，児童福祉法（昭和22   
年法律第164号）第24条第1項の規定   

に基づき，さつま町保育所の保育の実   
施に閲し，必要な事項を定めるものとす   
る。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は，児童の保護者の   
いずれもが次の各号のいずれかに該   

当することにより，当該児童を保育する   
ことができないと認められる場合であっ   

て，かつ，同居の親族その他の者が当   
該児童を保育することができないと認   

められる場合に行うものとする。  
（1）居宅外で労働することを常態として  

いること。  

（資料）さつま町例規集より抜粋  
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現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

⑤サービス提供   

ゝ1   



（保育の実施義務の例外）  

○ また、現行制度における市町村の保育の実施義務 には、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき   

は、その他の適切な保護をしなければならない」とする例外が設けられている。   
※「やむを得ない事由」・・・地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む   

※「その他適切な保護」‥暮家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む   

※ なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については；般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、   

私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源   

確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。   

（認可の裁量性）  

○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県   
に、既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい   
る。（→※次回の検討課題）  

《参考》  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抜粋）  

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、 その監護   

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の 保育に欠けるところがある場合において、 保護者から申込   

みがあったときは、それらの児童を保育所 において保 育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを   

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。  

2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する保護者   

蛙、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書   
を市町 村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護   

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。  

3 市町村は、－の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて   

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に   
おいては、潮童を公正な方法で選考することができる。  

4・5 （略）  

2∂   



検討の視点  

1保育サービスの必要性の判断基準  
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（1）保育サービスが保障されるべき範囲に係る現行制度の課題（つづき）  

○就労等の有無を問わず、専業主婦であっても保育サービスを保障すべきという考え方があるが、どう考えるか。  

（すべての子育て家庭に対する支援の必要性は明らかであり、また、公費による給付の公平性の観点からも、一   

定の支援が行われるべきではないか。一方、専業主婦家庭に求められる支援は、就業家庭に対する保育サービ  

スとは異なる側面もあるが、一時預かりの保障の充実を含め、保育サービスの提供をどう考えるか。）  
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（3）必要度の高い子どもに関する利用の確保  

○ 現行制度では、市町村において、サービスの必要性・必要量の判断に加え、需要が供給を上回る場合には、   

対象者間の優先度についても同時に判断している。  

○ どのような利用方式を採った場合であっても、こうした保障の必要性の高い対象者につい   

て、事業者による選別が起こらない仕組みが必要。  

※ 他の社会保障制度の場合、事業者に応諾義務（正当な理由なく提供を拒んではならない）が課せられ   
ている。  

3す   



2 利用方式のあり方を中心とする保育サービスの提供の仕組みについて  

（1）サービス・給付の保障の基本的考え方一行政の義務履行を通じたサービス保障  

○ 現行の認可保育所の利用方式  

町村による保 育の実施義務の履行を通じて、保 者l認可保 育所が利用される仕組み   

この保育の実施義務には例外規定（牢）  

＊ 地域の認可保育所の受入能力がない等やむを得ない場合は、「その他適切な保護」（認可外保育施設の  

あっせん等）で足りる  

→  認可保育所が足りない場合 保護者が保育サービス利用に係る支援を受けられ   

ないことを 容する仕組み  

※ 他の社会保障制度（介護、障害）の例では、行政による認定により、個人にサービス費用の受給権を付与  

→ 認定の範囲内で利用者がサービスを選択できる仕組み  
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（3）サービス選択・利用方法（契約関係）③一契約関係の当事者  

○ 現行の認可保育所の利用方式の場合、保護者と認可保育所はそれぞれ市町村と契約関係にあり、  

・信頼性・安定性が期待できる仕組みである一方、  

・保護者、認可保育所ともに市町村との関係を重視する仕組みであるため、  

当事者間でのサービスの質の向上に向けた努力や、ニーズに即したサービスを提供するインセンティブがより働く   

仕組みとしていくことが課題ではないか。  

（3）サービス選択・利用方法（契約関係）④一利用者の手続負担・認可保育所の事務負担  

○ 現行の認可保育所の利用方式の場合、  

・保護者にとっては、市町村に対する保育の利用申込みのみで手続が済み、   

■ 認可保育所にとっては、市町村が保護者の希望も踏まえつつ選考を行う仕組みとなっており、  

保護者・認可保育所の手続■事務負担が軽減されている。  

○ サービスの必要性・必要量の認定とサービス利用申し込みの手続きを分けた場合、独立した認定により受給権   

が明確になるが、  

・利用者は市町村に対する認定の手続と、認可保育所に対する利用申込みと二段階の手続が必要となり、   

■ 認可保育所も定員を上回る応募があった場合は、選考等を行う必要が生じる   

など、保護者・認可保育所には現行制度よりも手続■事務面の負担が発生するのではないか。  
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（5）給付方法（補助方式）・（6）利用者負担の徴収  

○ 現行の方式では、市町村から認可保育所への委託となっていることから、市町村から認可保育所に対して委   

託費の支払いが行われる仕組み。  

※ 利用者と事業者が契約によりサービス提供が行われる他の社会保障制度では、実施主体が利用者に対して   

補助する構成とした上で、事業者が代理受領する仕組みが見られる。  

○ 利用者負担の徴収については、現行の認可保育所の利用方式の場合、市町村が徴収している。  

※ 利用者と事業者が契約によりサービス提供が行われる他の社会保障制度では、事業者が徴収する仕組み。  
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第2回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  

資料2  

平成20年10月21日   

保育サービスの提供の新しい仕組みについて（2）   



（第11回（9／18）提出資料）  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  
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仕          組み》  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  
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現行の保育所の認可の仕組み  

（認可の効果）  

○ 現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の   
実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。   
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、  

・公立保育所は市町村10／10、   

・私立保育所は国1／2、都道府県1／4、市町村1／4。）  

○ 認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運営費 の支弁にある。   

○ また、認可保育所には、児童福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料4 P24】  
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（保育の「実施義務の例外」との関係）  

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合   

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他   

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9／30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で   

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。  

（参考）  
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（参考）現行の保育所に対する施設整備糞補助の仕組み  

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）  

○市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕・増築等）を行う   
場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。  

《対象法人》   

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人  

（※株式会社、NPO法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）  

《国庫補助単価》 定員90名の新設の場合1施設当たり6千万円（事業費ベース1億2千万円）※加算により異なる  

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  
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（参考）現行の保育所運営費の仕組み  
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（参考）現行の保育所運営費の使途範囲  

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として、人件費・管理費・事業費   
に充てることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。  
（「保育所運営責の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））  

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村  

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。  6   



検討の視点  

○ 現行制度における保育所認可には、都道府県知事の比鼓的広い裁量が認められている。このため、市町村に   

対する保育の「実施義務の例外」や、厳しい地方財政事情の中での財政負担の必要性ともあいまって、薮虚空   

保育所認可に対し、抑制的に働きやすいのではないか。  

○ 現行制度は、必要な客観基準を満たす者の参入であっても、行政の判断による認可拒否が可能な仕組みで   

あるため、多様なニーズヘの対応や、サービスの質の向上のインセンティブが働きlこくいのではない力、。  

※ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）の例では、保険医療機関又は指定事業者の指定に際しては、指定拒否事由が法定  
されており、原則、入院又は入所（居住）を伴うものの定員のみ、供給基盤の総量を抑えるための指定拒否が可能な仕組みと  
なっている。  

※ サービス必要量の調整・給付の適正化は、診察に当たる医師（医療）又は行政（介護・障害）の給付の必要性・量の客観的  
判断や、審査支払機関の審査による仕組みとなっている。  

○ 保育サービスの利用保障を強化するためには、必要な客観基準を満たすサービスについては、鮒対象とす   

べきではないか。  

○ 過疎化等により児童人口の減少が著しい地域など、地域の保育機能の維持の視点も必要ではないか。   



○現行制度においては、株式会社やNPO法人は施設整備補助の対象とならないが、  
ないにもかかわらず、ランニングコスト（運営費） においても初期投資費用 分が手当されない現状をどう考えるか0  

※他の社会保障制度（医療・介護t障害）においては、施設設備の減価償却相当分を含めた報酬単価となっている。  

○保育所運営費の使途範囲等について、以下のような指摘があるが、どう考えるか。  

①原則、当該保育所の運営費用に充当することを求め、新規の保育所設置費用への充当に一定の制限を   

かけているため、保育所の運営実績のある法人が、その経験を生かした新規の保育所開設を行うことが難しい。  

②保育所の土地建物の賃借料への充当に一定の制限 をかけているため、賃借による保育所運営がしづらい。  

③株式会社への配当へ充当することが認められていないため、株式会社として参入しづらい。  

④社会福祉法人以外の者にも、姓会福祉法人会計基準による財務諸表の作成が求められ、負担が大きい。   

※ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、報酬の使途制限は行っていない。   

また、社会福祉法人以外の者に社会福祉法人会計基準による財務諸表の作成は求めていない。  

○多様な提供主体の参入や量の抜本的拡充に際して、適切な人材確保などの〔質」の担保の方策や、指導監   
督のあり方をどのように考えるか。  

∂   



（参考）他の社会保障制度のサービス提供の仕組み  

医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

事業者参入   ・保険医療機関の指定拒   一指定事業者の指定拒否   ・指定事業者の指定拒否   ・保育所の認可拒否には  

否事由は法定されている  事由は法定されている  事由は法定されている  都道府県の裁量性が認  

められている（既存事業  

（指定拒否事由の概要）  （指定拒否事由の概要）  （指定拒否事由の概要）  
者の分布状況の勘案等）  

・当該医療機関に、指定  申請者が   申請者が  

取消など不正が認められ   
t法人格が無い   ・法人格が無い  

る  ・基準に適合しない  ■基準に適合しない  

・開設者又は管理者の  ・刑罰や不正行為等が  甥り罰や不正行為が  

刑罰や不正行為が認め  認められる  認められる  

られる  
場合に指定拒否事由に  場合に指定拒否事由に  

場合に指定拒否事由に  該当。  該当。  
該当。  

※なお、居住系サービス  
※なお、病床数（入院  については、都道府県又  

ベッド数）については、都   は市町村が事業計画に   ては、都道府県又は市町  
道府県が医療計画にお   おいて定める必要量を超  村が事業計画において定  

いて定める基準量を超え   える場合の指定拒否が   める必要量を超える場合  

るものとして勧告を受けた  可能。   の指定拒否が可能。  
場合は、保険医療機関  

の指定の拒否が可能。  



第2回次世代育成支援のた  

めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  資料3  

平成20年10月21日   

保育サービスの質について（1）   



保育サービスの質の検討に際しての前提  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応の  
専門性が必要である。また、多様化する家族問題への対応、親に対する支援、障害をもつ子ども  
の受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専門性の向上も求め   
られること  

○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する適切な  
保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等の保育環境の  
在り方を検討する必要があること  

○ 保育環境等のあり方については、利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス提供者の  
創意工夫の発揮に十分配慮しながら、その維持・向上を図ることが必要であり、科学的・実証的な  
調査一研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検討していく必要があること  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可保育所  

以外の多様なサービスを視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを支援するため、  

保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要があること  

○ 保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携・協力してサービスを改善して  
いくという視点が重要であること  

■■  
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保育サービスの質の検討が必要となっている背景について  

保育サービスの質の検討が必要となっている背景には、以下のような点があるのではないか。  

○ 児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合が増え、子育て経験を持つ祖父祖母と共に暮らす三世代   

世帯の割合が減少しているなど、近年、家庭環境は大きく変わってきており、多くの親が家庭の教育   

力が低下していると実感している。  

○ また、地域のつながりが希薄化するとともに、長時間労働等により父親の育児参加が十分に得られ   
ない中、子育てが孤立化し、保護者の負担感が大きくなっている。  

○ このような子育てを取り巻く環境の変化とともに、保育所内においても、発達障害児をはじめとす   

る障害児保育の対象となる子どもが増加するなどその環境も変わりつつある。   

○ ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の大幅な増加なども踏まえ、子育て家庭に対する支援の中心   
的な役割としての保育所への期待も高まりつつある。  

○ このような家庭環境等の変化に伴い、保育所として求められる役割として、地域における子育て   
支援などが新たに求められており、これに応えられる保育所や保育士となりうるよう、専門性の   
向上をはじめとした保育の質のより一層の向上が求められている。  

2   



の視点  

○保育内容や保育環境等については、その維持・向上を不断に図ることが必要であり、科学的・  
実証的な調査■研究により継続的な検証を行っていく仕組みをどのように構築していくか0  

0国の定める最低基準のあり方について、全国どこでも最低限の保育の質を保障した上で、  
利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス提供者の創意工夫を発揮できるようにするに   
はどうすればよいか。  

○一人ひとりの子どものニーズなどに応えるためには、人員配置（小集団化など）や専門職の  
配置などの保育所職員の配置基準は、どのようにあるべきか 。  

○個々の保育内容を真に充実するために、保育士の養成や研修等をどのように行っていくべき   
か。  

○子どもと保護者の継続的な関係を形成するための保育士の安定的な労働条件の整備・改善  

を、どのように図っていくか。  

○保育の質を支えるための都道府県の監査や第三者評価は、どのようなものであるべきか 0  

※ 次回の課題  

○保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可保育所以外の多様なサービス  
保育サービス全体を念頭においた「質」の向上  を視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを支援するため、  

についてどのように考えるか。   



1．僅斎を支 える．仕組み   

■ 保育内容  

・保育環境  

・職員  

・監査、評価  

2．最近の保育所利用の家庭状況の傾向  

・核家族世帯の増加  

・家庭の教育力の低下  

・子育ての孤立化と負担感の増加  

・保育所における障害児の増加  

・ひとり親家庭の増加   

三L保育の質を向上させるためlこ課題となる事項  

（1）保育の質の向上のための取組について  

】保育所保育指針の改定   

・「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」の推進   

・保育所の施設基準に関する最低基準の見直し  

・保育士の確保方策の推進  

（2）保育の質の向上のための今後の主な論点について   

・子どもの年齢に対応した保育士の配置基準の見直し  

・保育士の処遇の改善   

・科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの導入  

4   
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家庭の教育力の低下  

○ 平成18年度の調査によると、約8割の親が家庭の教育力が低下していると実感してお   
り、5年前の調査と比べると、その割合は増えている。  

「家庭の教育力低下」に関する見解  

Hl     j  

ミ指  さコ篭  

t全くそのとおり  田ある毒慮モう患う 口どちちともいえない  

□あまりそう思わない口全くモう思わない □わ血ちない  

目■目許  

（資料出所）「家庭の教育力再生に関する調査研究」（平成18年度）  

国立教育政策研究所HPより   
（資料出所）「家庭の教育力再生に関する調査研究」（平成13年度）  



（参考）児童生徒の朝食欠食状況等（家庭の教育力の低下）  

○ 小学校では、約50％の児童が22暗までに痩ている   
一方で、25％以上が22時31分以降に寝ている。  

○ 中学校では、23時1分以降に寝る生徒が50％以上を   
占める。  

○ 朝食を’「ほとんど食べない」と答えたのは、   
小学校全休で3．5％、中学校全体で5．2％であった。  

○ 朝食を食べない理由として、「朝食が用意されて   
いない」が3番目に多い理由としてあげられている。  

（資料出所）平成17年度児童生徒の食生活等実態調査  

独立行政法人日本スポーツ振興センター  

∂   













2「保育所における茸の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

O「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。  

3 保育所の施設設備に関する最低基準の見直し  

○ 保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  

ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間t環境に係る科学的一実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  

最低基準を見直すこととしている。  

4 保育士の確保方策の推進  

1保育士の再就職支援  

（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、   
再就職に降する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就職支援研修等  

大都市圏（東京■愛知一大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の   
再就職支援のために、きめ細やかな職業相談一職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。   

≧ 幼稚園教諭免許所得者の保育土質椿取得の推進   

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、  
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。  

74   



保育所保育指針の改定について  
告書（平成19年12月21日）  「保育所保育指針改定に関する検討会」報  

保育所が果たすべき役割を再確認し、その役割・機能が適切に発揮できるよう、保  
育の内容の質を高める観点から、指針の内容の改善・充実を図ることが必要。   



改 定 の 内 容  

○小学校との連携   

・保育の内容のエ夫、小学校との積極的な連携、子どもの育ちを支  

えるための資料の送付・活用  

○保育所の役割   

・保育所の役割（目的・理念、子どもの保育と保  

護者への支援など）、保育士の業務、保育所の社  
会的責任の明確化  

○保護者に対する支援   

・保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援   

・子どもの最善の利益の考慮、保護者とともに子育てに関わる視点、  
保護者の養育力の向上等に結び付く支援の重要性  

○保育の内容、養護と教育の充実   

・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の  

特性とその意味内容の明確化   

・養護と教育の視点を踏まえた保育のねらいと内  
容の設定   

・保育の内容の大綱化、改善・充実   

・誕生から就学までの長期的視野を踏まえた子ど  

もの発達の道筋   

・健康・安全及び食育の重要性、全職員の連携・  

協力による計画的な実施  

○計画・評価、職員の資質向上   

・保育実践の組織性・計画性を高めるための「保育課程」の編成   

・自己評価の重要性、評価結果の公表   

・研修や職員の自己研鎖等を通じた職員の資質向上、職員全体の専  

門性の向上   

・施設長の責務の明確化  

児童福祉施設最低基準の改正  

第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第2項に  
規定する健康診断を含むものとする。  

＿＿□＿＿  
第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣 がこれを定める。  

改定に伴う今後の検討課題  

【今後のスケジュール】  

平成21年4月  

保育所保育指針の施行  

○指針の趣旨一内容の保育現場等への伝達・普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）  

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記。  
○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
丁6   



新保育所保育指針について   



「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

」 傾向上   

～養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、  
その改善・向上が図られるようにする。一  

（D 自己評価の推進  

国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な   
第三者評価にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、自己評価に関するガイドラインを策定する予定。   

② 保育実践の改善・向上に関する調査研究の推進   

国は、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究の支援に努めるとともに、当該研究成果の活用を  
図る。   

都道府県及び市町村においても、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究を支援するとともに、  
当該研究成果の活用を図ることが望ましい。   

【現在の国における取組状況】  

○ 新保育所保育指針に基づく保育実践のためのDVDを作成し、各自治体に配布し、各地で行われる研修等に活用。  

③ 情報技術の活用による業務の効率化  

市町村は、情報技術の活用等を通じた保育所における業務の効率化のため、必要な措置を講じることが望ましい。   

④ 地域の関係機関等との連携  

市町村は、各地域の実情等に応じ、保育所が、地域子育て支援拠点、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、要保護児童対策地域   
協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ることができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  
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2瑚健康及び安全の確保 ～保育所が、子どもが健康で安全に生活できる場となるようにする。一  

① 保健・衛生面の対応の明確化   

国は、保育所において感染症やその疑いが発生した場合の迅速な対応や、乳幼児の発達の特性に応じた健康診断の円滑な実施等の   
観点から、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する。  
′●■■■■■■＝－■■－■－●一■●一■■■■■■－‥‥■い■‥－－－‥●■→‥‥■■■■■川……＝■■■■●川■■■■■－…■＝■■‥■■■■＝■■－‥－■■■一一山●■■■■■t一■……－■■■＝＝■t■l■l＝＝t■■■■＝■■■■＝■■■■■■■■■■＝●●■■■…■   

【現在の国における取組状況】  

童○現在行っている調査研究の結果を受けて、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを策定する予定0  

（塾 看護師等の専門的聴員の確保の推進   

国は、保育所における体調不良の子どもへの対応など健康面における対策の充実を図るため、看護師等の専門的聴員の確保に   
努める。  
′
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【現在の国における取組状況】  

○入所児童の健康・安全管理を充実させるほか、配慮が必要な子どもに対応するなど、保育所の機能の充実を図るため、保育所へ  
計画的に看護職員を配置する旨の来年度予算概算要求を行った。（定員121人以上施設を対象）  

嘱託医の役割の明確化  

国は、子どもの健康支援等に当たって嘱託医が十分にその役割を果たせるよう、嘱託医の業務を明確化する。  

【現在の国における取組状況】  

○現在行っている調査研究の結果を受けて、嘱託医の業務の明確化をを含めて検討予定。  

④ 特別の支援を要する子どもの保育の充実   

都道府県及び市町村は、障害のある子どもをはじめ特別の支援を要する子どもの保育に関して、保育所と地域の関係機関等との   
連携が適切に図られるよう、必要な支援を行う。   

⑤ 地域の関係機関等との連携   

市町村は、保育所が、要保護児童対策地域協議会や母子保健連絡協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ること   
ができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。   





保育所保育士の養成、研修等の現状  

職員の資質向上  保育士養成  

○職員：知識技能の修得、維持向上の努力義務  

○施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保育団体、地方公共  

団体主催の研修会に参加  

○指定保育士養成施設（544か所）  

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

○保育士試験（都道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務の保育士数（常勤換算）  

306，253人（うち非常勤28，179人）  

社会福祉施設等調査（H●17年）  

保育士養成課程（概要）  

○保育の本質・目的（社会福祉、社会福祉援助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理）  

○保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保健、家族援助論）  

○保育の内容・方法〔保育内容、乳児保育、障害児保育、養護内容〕  

○基礎技能 ○保育実習 ○総合演習  計餌単位以上   



机  

■戒蝕  

22   



4 保育を支える基盤の強化   

～1から3に掲げる保育所の取組を支えるための保育環境の改善・充実が図られるよう、国及び地方公共団体  

による支援体制等を整備する。～  

① 評価の充実  

子どもの保育に加え、子どもの保護者に対する支援、地域における子育て支援、地域の家庭的保育への支援など幅広い機能を担う   
保育所の役割を踏まえ、国は、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成するとともに、これを踏まえ、現行の   
第三者評価に関するガイドライン（「保育所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に   

関するガイドライン』及び『福祉サービス内容評価基準ガイドライン』等について」（平成1丁年5月26日厚生労働省雇用均等・児童   

家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知））を改定する。〔一部再掲〕  

【現在の国における取組状況】  

○ 自己評価に関するガイドラインを踏まえて、現行の第三者評価に関するガイドラインを改定する予定。  

② 保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用  

国は、保育実践の改善・向上等に関する各種研究成果、資料等をデータベース化し、保育士や研究者、行政関係者等が活用できる   
体制を整備する方策について検討する。  
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【現在の国における取組状況】  

○ 保育関係の各種研究成果・資料等のデータベース化及びその活用方策等について来年度調査研究を行う予定。  

③ 専門的な人材や地域の多様な人材の活用  

都道府県及び市町村は、保育所が、保育実践に関する専門的な人材や、地域において子育て支援に関わる多様な人材を活用して、   
地域の実情等に応じた様々な取組を行うことができるよう、人材の確保や必要な調整など体制を整備することが望ましい。   

④ 保育環境の改善・充実のための財源の確保  

国は、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源の確保に努める。  
都道府県及び市町村においても、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源を確保することが   

望ましい。  
■
●
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【現在の国における取組状況】  

○ 保育サービスの推進のため、施設の軽微な改修等を推進するための保育環境改善事業について来年度概算要求を行った。  

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。   



児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育   

サービスの質を確保する観点から、国として児童福祉施設最低基準を定めている。  

［主な内容］  

＜職員配置基準＞  

・ 保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）  
3歳児  20：1  

※ただし、保育士は最低2名以上配置  

1・2歳児  

4歳以上児  

1
 
1
 
 

6
 
0
 
 

3
 
 
 

一 保育士の他、嘱託医及び調理員は必置   ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可   

＜設備の基準＞  

＋
 
 

■
 
 

】
 
 

・ 0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積：1．65ポ以上／人   ほふく室の面積：3．3ポ以上／人   

■ 2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  

→ 保育室又は遊戯室の面積：1．98n了以上／人   屋外遊戯場の面積：3．3ポ以上／人  
l  
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1 研究の目的について  

○ 保育所の設置は児童福祉施設最低基準に基づき必要な人員を配置し、設備を備える   
こととなっているが、その設備基準は昭和23年に制定されて以来、改正が行われて   
おらず、利用している乳幼児の発達や家庭的な雰囲気の中での生活の営みに適したも   
のになっていないとの指摘がなされている。  

○ このため、地方分権改革推進委員会での議論も踏まえ、乳幼児の生命・安全の保持   
や心身の健全な発達保障という観点から、現行の構造基準による設備の基準（数値基   
準）の科学的検証のほかに、乳幼児の生活・潮 こ着目 した保育環境  

・空間の基準（定性的基準）としてどのようなものが考えられるか検討を行う。  

2 検討メンバーについて  3 事業期間について  

○ 平成20年度中に、基準案及びガイド   

ラインを含めた報告書を作成し、報告を   
行う予定。   

○ 学識経験者   

一 建築・設計に係る専門家  
・児童の発達に係る専門家  

○ 自治体関係者  
○ 保育関係者  
○ 保護者代表  



保育所保育士配置基準  

乳 児   1 歳   2 歳   3 歳   4歳以上   

中央児童福祉    ロ 3：1・   ロ  

審議会の意見具甲  4 3年度：  6：1   20：1   30：1  

（昭和3フ年度）  意見真申：  □   

23～26年度   1D：1  30：1   

27′）36   1D：1  （10＝1）； 30：1   

37 ■ 38   10：1（9：1）  30：1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   8：1  30：1   

41   （7：1）  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （25＝1）：30：1  

44～平成9  （3：1）；  6＝1  20：1   30：1   

平成10～   3：1   6：1  20：1   30：1   

〔1 人）  休憩保育士  

（1人）  主催保育士代替保育士   

（注）1．配置基準ほ、最低基準による。  

2．（）内は、保育所運営費上あるいほ他の補助金による配置基準等である。  
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各国の保育制度（職員配置、施設設備の基準）  

国名   職員配置   施設・設備   

0歳児  3：1   0 2 歳児未満  

日 本  1・2 歳児  6：1   乳児圭（1人1．6 5 nり  

3 歳児  2 0：1   ほふ く 皇（1人3．3 ポ）  

4・5歳児30：1  医務室、調理室、便所  

02歳以上児  

保育者は有資格者のみ  ほふく室又は遊戯室（1人1．9  

8rげ）  

屋外遊戯室（1人3．3nり、  

調理室、便所、保育用具   

ア メリ カ   ○各州 まちまち   ○各州まち まち   

フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の資格者（集団保  

育所）  

○公立保育所   ○児童一人当た り の面積  

イ ギリ ス  1 1■｝ 6：1（年齢によ る）  0 － 2歳未満児  3．5 ∩了  

○私立保育所   2歳児  2．5 n了  

0′・■2歳児3：1  3 歳児以上  2．3 ∩了   

2～3歳児4：1  
3～5歳児8：1  

保育職員の半数以上は有資格者  

○プ レスクール   ○プレスクール  

ス ウ ェ ーデン        通常、15 名～ 2 0名の年齢混合  少な く と も 4種類の部屋  

のグループに 3 名の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室、絵画木エ  

（う ち 2名は有資格者）   室、小道戯圭）   

○全日 保育   ○全 日保育、半日保育  

ュ ージーラ ンド  （少な く とも1名が有資格者）   遊びに使えない場所を除いた空間  

2歳未満児 5：1   1人 2．5 ∩†  

2歳以上児（※）  屋外遊戯場（1人5 r言）  

1～6名に保育者1名  

7－20名に保育者2名  

21－30名に保育者3名  
31－40名に保育者4名  
41－50名に保育者5名  

2歳未満児・以上児混合  

1～3名に保育者1名  

4名以上の場合は、※と同様  



保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

○保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  
○また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と  
近い状況にある。  

男  女  

きまって支給  きまって支給  

構成上ヒ   平均年呂盲   勤続年数   する現金給与  平均年㌫   勤縄年数   する現金給与  

菩芦   害萱   

全産業   68．8％   41．8歳   13．5年  372．了千円   31．2％   3乱1歳   ＿旦」皇室  238．6羊   

保育士   4．2％   29．2歳   5．0年  229．2千円   95．8％   32．9歳   ＿ヱ」旦  217．9干円   

福祉施設介護昌   29．2％   33．2歳   4．9年  22了．1千円   70．8％   37．2歳   5．3年  206．4干円   

ホームヘルパー   15．2％   37．6歳   3．9年  230．6千円   84．8％   44．7歳   4．5年  197．0干円  

（資料出所〉 平成18年賃金構造基本統計調査  
－－■■■■■■－■－－－－－－－一一－－－－一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■■■一一－■－－－  

（参考）勤続年数等に応じた運営真の加算について  

士の加   1 主  
主任保育士の選任加算責を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する  

2  

職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営責を支給する。  
l  

※職員1人当たりの平均勤続年数1 
1。年未満  

4年以上7年未満   8％加算  

4年未満   4％加算  
1 1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿山＿＿＿‖－■■－－…－－－－…－－－－－－…－－一－－－－＝－＝－－－－－－一一－－－‥－－－－＝－－－－－＝＝＝＝－－－－－＝－‥－－－－－－－＝－－－－－＝－－－－－－－…－－l  

2∂   



科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの導入（案）  

0下記の科学的・実証的な調査・研究によ明断続的な検証を行っていく仕組みを法令などで位置づける。  

1  指針の見直し  

保育所保育指針の改定について、（定期的に）行うこととする。   

※ これまでの改訂経緯   

・昭和40年  保育所保育指針策定   

・平成2年  第一次改定   

・平成12年  第二次改定   

・平成19年  第三次改定  

2 保育所の最低基準の見直し   

保育所保育指針の改定を踏まえて、これに定める保育内容を実際に行えるよう、保育所の職員配置、施設設備等に関する  
最低基準を、財政的な観点を踏まえつつ、必要に応じて見直す。  

lこおけ 3 保育所る質の向上のためのアクションプログラム   

保育所保育指針の改定等を踏まえて、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が  
取り組む施策及び地方公共団体が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進する。  4朋 要な調査研究の実施   

追跡調査などにより、次回の保育所保育指針の改定等に資するために必要な科学的・実証的な調査・研究の蓄積を進める。   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抄）  

（平成20年5月20日）  

3 サービスの音¢〕結持一句上  

1争伝せ1卓二云  

一二■：貿t二円高い専門性帯あるサービュを葦鱒するこごで、子ども・乃長吉の利益吉保隋L、子ど   

も打健やかな育ち与支援することが重要て炎るこ   

：：保菖サーピユ、旋譲捜児童ララプ、モ帯地各種子再て玉堤サービス、こ条約養護ミ亡ど   

について、子巾年齢、軍賢乃株乱サービス利，軍陣問、サービスへ〔り覇．帯問わり方∴サ   

≠ビス提供苫∴エてfどに応じたサービスn買の確保やモご乃検証喜ン】つていくことが重要で   

套．息   

：串束鱈に生れた人韓確保を†jつで。、くた如には、保台士等帯＝注睾看爪毎ユ遇爪かJ升ま   

重要であり、サービスの箆の向上に「㌫ヱけた恥経が促進きオ1′るょうな方策を併せて挙訂す   
ぺチである▼  

■ヱ・僅蓄サービス   
ニ二 子どもの健やかな碓長に大きな影響を．設ほす保育サービュに饗」ては∴担い手に相応   

帯専門性が必要であるこまた、与孝化する家族間顎への対応、矧＝対する王嬢、滑弄  

それに封応t一た専  をもつ子どもtlさ受入．れなと、保育サービス坑I担う役割が荘スL′ておL」、  

亮弓性の向上も謀められる＝   

二こ：掌焉所に期待されてし、る投芹三・書証末に石し、人格形成軌乃すべての子ど引＝封する  

子どもの生活空間等  堰曙な保育が確保されるよう、保育士や専門職等の鞍鼻転置や、   

．‾い－■＝∃竃：富！‾・－トり；・与枯ミー1べ・∴芳こi、t   

ニニ イ主音播沖菩帝あり剤＝ついては、利用者わ春男や地域性∴地方公共E障やササビス   

程供音の創意工夫椚発揮に十分配慮Lながら、その維持・向上を回ることが・法要で如」、   
育・綴常に上り串柿姉な確言】1左手1つてし、〈卜紳みキ樺戸1Lてい〈前   

書た礁   

∵1保章サー七∵＝刀工肖」阜考えるに準しては、認ヨ】操車所を垂木⊂Lつつ、その他弟諾ロJ   

憬舌所以外帯革様なサービュを視事に．p、れ、地域のすべて冊子ども蒋健やかな育ち音   

更捜するたれ僅菖サーヒス全体阜念頭においた‘質＿苗向上を考え・缶必要が廃る．・   

一こ〕保背サービスは、～J政、サ岬ビス程供主体畏び深浅看が、遁世・埴力Lてサービスを   

せ苦していくどいう碩点か皇軍で喪るご  
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第2回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  資料4  

平成20年10月21日   

保育サービスの質について（2）  

（認可外保育施設の質の向上）   



（第11回（9／18）提出資料）  

を踏まえた具体化が必要な検討事項  「基本的考え方」   

（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  《保育サービスの提供の新しい仕組み   

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

契約などの利用方式のあり方  

市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子去もの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

地域の保育機能の維持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

包
括
性
・
体
系
性
、
普
遍
性
、
連
続
性
の
実
現
 
 

（※就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討→新たな検討の場）  

l  

：《放課後児童対策の仕組み》  
l  

る 支援の仕組み》  《すべての子育て家庭に対す   

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持一向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性   



認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準・定員規模）  

○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   

れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準 → P4）  
※ 一方で、保 可には、都道府県知事の裁量が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   

認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）  

○ また、認可保育所の定員規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   

合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的に20人まで定員規模を引き下げ。  

2   





（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  
（参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  
項  目  児童複址施賢最低届牒（保育所）  認可外保育施設指導監督基準   

経■■■■ド  ・ 配置基準   ・ 主たる保育時間11時局についてほ，  

（児童）：（保育士I   最低基準に規定する教以上、Il時間を  
0虎児  3 ：1   超える時間帯については、乳二保育され  
l・2歳児   6 ： ユ   ている児童が1人である場合を除き、常  
3歳児■  20： ユ   時2人以上の配直が必要  
4農以上児  30 二 1   ・ 保育者の3分の1以上が保育士ヌに看  

・ 保育士のみ   連絡蕪格が必要   

設   備  D2歳末清   ・ 保育室 1．65rポ／人  
・乳児喜ユ．65rガ／人  ・ 蹄理壷、便所   

ほふく嘉3．3－㌔／人  
・医務霊、調理室、任所  

02歳以上  
・保育室又は遊戯塞1＿う邑d．／人  
・屋外遊戯場 3＿3rJ／人  
■調理室、便所  

非官災害に  ・ 消火用よ、非常口考の設置   ・ 消火用よ、非常口専の設置   
対する処置  ・ 定期的な訓凍の実施   ・ 定期的な訓練の実施   

保育室等を  ・ 転落防止設備  
2倍以上iこ   

0保育星等を2倖に設ける穏合   〇保育蓋等を2酷に章設ける場一含  
・耐火建築物又は準耐火建集吻   1 耐火建落物又は準耐火建築物  
・屋外階段、農内特別遅発階段（珪亮基  ・ 屋外階段、屋内特別避難階段（連銭基  
準法施行令第123集束3項）等による2方  華族施行令第123粂第3項）等による2方  
向避威圧躇   向遅筆l経路  

0保育室等を3階以上に設ける場合   0保育室等を3膵以上に㌍ける場合  
・ 耐火建築物   ・ 耐火建築物  
・屋外階段、特別避難l瞥殴等による2方  ・ 屋外階段、持射避薄暗段等による2方  
向避詩経毘（4階以上の場合は雇外電離  向避羅経路（4階以上の堤今は星外遊疑  
階段を必荘）   階段を必置）  

・；謂理室の防火区画（自動消火装置牢が  ・ 粥理宣の防火区画 く昌弘消火装置等が  
設置きれている場合の特例あり）   設置されている掛合の特例あり）  

・非常警報器具   ・ 非常警報暑具  
・ カーテン等の防炎処理   ・ カーテン等の防炎処理   

児童の処遇  0促音の内容   栄 保育所保育指針に準じる。  
・健凍状態の観察、服装等の異常の有無  
についての検査、自由遊び、星寝  

巨伯凋槽との連絡  

○給食  

‡：蒜≡諾霊長摘有  

0健康診断の実施   

○ 陪可化専行促進事業（1針年度予算額20言方円→28年度予算案13百万円）   

（20年度）   

・移行促進事業 20か所 ＠200万円 補助率1／3  

一定水準の賢のサービスを提供するR可外保育施設の認可化に当たり、市町村が保育士を  

当該施設に派遣して、保育内容の緒導を行うなど、路可保育所への移行準備を支援する。   

平成17年虔より藻草改善事業は保育環壊改善等菓へ統合。  

○認可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年度予算額23百万円→20年度予算案23百万円）  

路可外保育施設に従事する晴見に対しても牡鹿診断を行うことにより、受珍の促進を図る  

平成19年度より放課後児童等衛生車薫からの認可外傷青施設分を分雑予定。  

0 保育所体験特別事業（19年度予算額300盲万円→20年度予算案3DO百万円）  

（19年度） （20年度）  

る簸を軋チェック、親への 

］  

ベビーホテル等を利用する規子等に保育所を隙放し、児蔓の常連状況のチェック、  

0保育従事者研修孝業（19年慶子算額53百万円→20年度予算案49百万円）  

（19年度）   （20年度）  

開催国敷  98画  →  99回  

補助率 定額  

［嗣外保育施設の施忍長や朗読鞘を対愚とした鵬の楓］   

注）認可外保育施設稚専監督基準は、劣悪な陀可外保育施設を排除するためのものであり、当該基備に   
適合する認可外保育施設であっても供育所の児童福祉施設最低基準を満たすことが望ましい。  4  



（参考）  
事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成21年度（予算要求中）  平成20年度   

利用者は、原則として、その雇用する労働者  

・設置責  

対象善用：建築費等  

助成限度綾：2，300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築費  

対象責用：増築費等  

助成限度額：  

増築1，150万円 建替え 2，300万円  

助成率：1／2   

■保育遊具等購入費   

助成限度額：40万円  

・設置責  

20年度と同様  

・増築費  

20年度と同様  

■保育遊具等購入費  

20年度と同様  

・運営妻  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

助成率：  

5年白まで 大企業1／2 中小企業2／3  

6年目以降1／3  

支給期間：10年間   

・運営費  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

：大企業1／2 中小企業2／3  

支給期問：5年間  



認可外保育施設数・利用児童数の推移  

○認可外保育施設数は約1万剛童数は約23万人。認可保育所数 の約」ノ2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○ 利用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○ そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

うち自治体単独保育室の推移  認可外保育施設1利用児童数の堆移   

（資料）保育課調べ  
6   



認可外保育施設の規模  

○認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  

在所児童数規模別の構成比  

」
巌
側
壁
怒
樽
 
 
 

籠
片
 
 
 

↓
ヨ
Y
r
O
r
 
 

Y
0
0
「
～
「
0
0
 
 

Y
O
0
0
～
「
¢
 
 

Y
O
∽
～
「
∽
 
 

Y
O
∽
～
「
寸
 
 

Y
O
寸
～
「
m
 
 

Y
O
m
～
¢
N
 
 

Y
の
N
～
「
N
 
 

Y
O
N
～
¢
「
 
 

Y
∽
「
～
「
「
 
 

Y
O
「
～
¢
 
 

Y
∽
～
 
 

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの   

匂  



認可外保育施設の年齢別入所児童数  

○ 認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   

が高い。  
平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

べど－ホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  

（平成20年4月1日現在   

福祉行政報告例）  
20％  40％  60％  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位：％、ポイント）  各年10月1日現在  
総 数  事業所内保育施設  ベビーホテ／レ  その他の認可外保育施設  

平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   

総数   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   

個人   56．3   △1．7  22．7   4．0  18．8  46．4   △ 7．5  68．1   △ 3．2  

会社   26．1   23，5   2．5   40．2   51．1  △10．9   45．8   37．3   8．5   15．4   13．0   2．4   

任意団体   3．7   5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

その他   13．9   13．1   0．9   34．8   42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4   11．7   8．9   2．8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の開所時間  

○開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や   

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。   



認可外保育施設の水準（面積（保育室））  

○認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保育施設全体  べど－ホテル  

⑤8．1％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6．8％  

【推計の前提】  

「①認可基準以上」…1歳児数×3．3ポ＋2歳以上児×1・98nて以上の事業所  
「②認証基準以上」・・・①未満で、1歳児数×2・5ポ＋2歳以上児×1・98ポ以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
「③認可外指導基準以上」・・・②未満で、1歳以上児童数×1・65n了以上の事業所  
「④その他」‥・③未満  

「⑤不明」…保育室面積の回答がなかった施設  

※なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1・65nて）又はほふく室（3・3哺を設けることとしており、実際上は、                                                                                                                                                                            ．■＿．＿ ■ ■ 一－ ■■＿ 十    ＿ l－1■－t ■ l ■．．．．＿ 、． ′ ■  l ■ 一．＝こl∴ 

＿  

じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算。  個々の乳幼児のほふくを始める段階に応  

に集計したも『0  業等調査報告を特別  童福祉  年地域児  平成18   （資料）   



認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

ベビーホテル  認可外保育施設全休  事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  

「①認可基準以上」…0歳児数×1．65ポ以上の施設  
「②認可基準未満」＝・①未満の事業所  

「③不明」＝・保育室面積の回答がなかった施設  

※なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児圭（1．65n了）又はほふく圭（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
了7   



理室）  認可外保育施設の水準（   

○ 認可外保育施設の給食（昼食）の状況を見ると、半数は自園調理を行っているが、2割は外部搬入、2割は弁当   
持参となっており、認可外保育施設の半数は調理室を有していない可能性が高い。  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他認可外  

1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  

ロ主に施設で調理   ■主に仕出し弁当   口弁当持参   口特に決めていない   ■なし  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）①（全体）  

○認可外保育施設全体の保育従事者に占める保育士比率の割合は、平均的には約6割にとどまっている。  

○施設別に見ると、保育士比率100％（全員保育士）という施設も多い一方、50％を下回る施設も1／4見られ、  

認可外保育施設間の差が大きい。  

育 施設割合  保 育士比率別にみた認可外保   保育従事者に占める  

認可外保育施設全体（6，694カ所）  

常勤職員・非常勤職員の合算  

うち常勤職員  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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（施設種類別）  認可外保育施設の水準（保育士比率）②   

○施設種類別に見ると、事業所内保育施設は保育士100％である割合が高い。  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも『4   



認可外保育施設の利用料  

○ 認可外保育施設の利用料をみると、企業からの補助等のある事業所内保育施設に比べ、他の類型の施設の   

利用料が高い傾向にあるが、平均的におおむね約3～5万程度の水準となっている。  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）プ5   



（参考）認可保育所の利用料  

：j    ・；琶▲－ ●三＝＝■i一 書＝＝1‥≡≡…≡  

0歳   1歳 2歳   3歳   4歳～6歳  

15．1万円   8．9万円   4．3万円   3．7万円   

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  

及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び  
第1階層    永住帰国後の自立の支援に関する法律による支  

0円  0円   

援給付受給世帯  

第2階層  第1階層及び第4～第7  市町村民税  

非課税世帯   
9．000円  6，000円   

階層を除き、前年度分  
の市町村民税の額の区  
分が次の区分に該当す  

る世帯          第3階層  
市町村民税  
課税世帯   19，500円  16，500円   

第4階層   40，000円未満   30，000円  27．000円   

第1階層を除き、前年分  
の所得税課税世帯で  103，000円未満   

44．500円  41，500円   

あって、その所得税の  
額の区分が次の区分に  
該当する世帯  

103，000円以上  
413，000円未満   

61．000円  58，000円   

第7階層  413，000円以上   80，000円  77，000円   

※ 保育単価は平成20年度の定員90人、その他地域区分。  
※ 上記の責用徴収基準額より、各地域区分ごとの保育単価が下回る場合は、その保育単価を限度とする。  
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認可外保育施設の利用者の選択の現状①（認可保育所と比較した者）  

○認可外保育施設の利用者の約6割は、認可保育所と比較した上で、認可外保育施設の利用に至っている。  
O「認可保育所に空きがなかった」「預けたい時期に入れなかった」などの認可保育所の供給量不足に起因する   

ものが4割を占める。  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告（平成16年）77   



認可外保育施設の利用者の選択の現状②（全体）  

○認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択  

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。   

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。  

自宅から近い  

保育方針や内容がよかった  

見学した時の鞍貞の対応がよかった  

利用する時間の融通がきく  

希望する時期から預けられた  

戦場に近い  

認可保育所に入れなかった  

希望する時間預けられた  

希望する年齢から預けられた  

紹介された、すすめられた  

評判がよかった  

通勤途中にある  

利用料（保育料）が安かった  

他に預けるところがなかった  

施設や職員の服装等が衛生的で好感がもてた  

保育士の人数が十分確保されていた  

施設の設備が整っていた  

その他  

不詳  

5  す0  帽  2（I  25  30  35  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年）  
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①  

○ 認可外保育施設の約4割は、認可保育所への移行希望を有している。  

○ 認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約6割を占めるほか、   

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる。  

移行希望のある保育所における認可移行上の問題点  認可外保育施設の移行希望   

0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）79   



認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②  

○認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約8割が施設設備基準を  

挙げている。  

その他  

保育時間・開所時間基準  

職員基準  

立地基準  

施設設備基準  

200  400  600  800  1000  1200  1400  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）20   



（参考）  

3歳未満児における保育所・認可外嘩育埠琴利用率【郵革府県別】宅  

全
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※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※【認可外保育施設利用率】＝【認可外保育施設利用児童数（3歳末満児）】÷【3歳未満人口】  
※「保育所利用児童（3歳未満児）」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成20年4月1日現在）】  
※「認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）」：厚生労働省保育課調べ（平成19年3月31日現在）   

「3歳末清人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】  
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検討の視点  

○ すべての子どもの健やかな育ちを支援する観点からは、認可外保育施設に入所している子どもに対しても、  

認可保育所に入所している子どもと同様に、良好な育成環境が保障されることを目指すべきであり、認可基準の   
到達に向け、認可外保育施設の質の向上に対する支援を強化ずべきではないか。  

○ 待機児童が解消できていない中、認可保育所に入所できれば、一定水準の質と公費投入が得られ、認可  
保育所へ入所できなければ、質の保障も公費投入も得られないというのは、公平性に欠けるのではないか。  

○ 従来の認可保育所では対応しづらい夜間の保育など多様なニーズヘ対応するサービスの位置付けや質の   

僅をどう考えるべきか。  
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資料5  

少子化対策特別部会における  

保育サービスの提供の新しい仕組みに関するこれまでの議論について  
（議論の項目）  

《検討に際しての前提》  

○ すべての子どもの健やかな育ちの支援（所得等によって発達保障が左右されない仕組み）  

○ 保護者の利便性等の視点だけでなく、子どもの健全な発達保障の視点  

○ 保育サービスの提供者と保護者の関係の相互性  

○ 地域の保育機能の維持】向上の必要性  

○ 保育サービスの地域性  

○ 新しい仕組みの導入には、「量」の保障と「財源の確保」が不可欠   



1制度改革の検討が必要となっている背景について（議論の項目）  

○ 女性の就業率上昇や働き方の多様化等の変化への対応の必要性  

○ 就労支援の役割に対する期待の高まり、多くの家庭が利用するサービスとなってきたことへの対応の必要性  

○ 保育サービスの利用保障や公的責任の強化の必要性  

○ 働き方の多様化等を踏まえ利用者視点にたった仕組みとする必要性、選択性の向上  

○ 保育所と利用者が向き合いながら、質の向上を促す仕組みの要請  

○ すべての子育て家庭への支援の必要性  

○ 地域の保育機能維持の必要性  

○ 多額の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性・効率性一公的役割の明確化の要請  

○ その他   



（参考）  

こうした議論の出発点 ～『「子どもと家族を応援する日本」重点戦略』における議論～   

急速な少子化の背景  

一 国民が希望する結婚†出産・子育てが実現できないでいる現状  

とりわけ女性にとって、「就労」と「出産・子育て」が二者択一になっている状況  

この状況が続けば、国民が希望を持つことさえ難しくなるおそれ  

⊥  

子育ての困難さの解消を図り、すべての子どもの健やかな育ちを支える必要  

⊥  

「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」と「仕事と子育ての両立・家庭の子育てを包括的  

に支援するサービス基盤の構築」の2つを「車の両輪」として進める必要  

子どもと親を取り巻く社会環境が大きく変化した今日において、子育て支援サービスの中核を担う  

現在の保育制度が、国民にとって欠かせないサービスとして、社会環境の変化に十分に対応した  

機能を果たせるようにするための見直しが必要。  
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2 保育サービスの必要性の判断基準（議論の項目）  

○ 女性の労働市場参加の進展、働き方の多様化等、近年の諸課題への対応  

・就労時間帯を問わない保障の方向性  

・就労量に応じた保障の方向性  

・求職中の取扱い  

○ 利用者の必要量に応じたサービス量の認定の仕組みの必要性・保障すべき上限量  

○ 同居親族要件のあり方  

○ 専業主婦を含めたすべての子育て家庭への支援の必要性と内容－  

○ 国による最低限保障されるべき範囲の明確化と、その上での地域の実情に応じた対応を可能とする仕組み  

・地域の供給基盤に応じて判断基準を決められる現行の仕組みの課題  

・母子家庭・父子家庭・虐待ケースなど特に保障の必要性の高い子どもの利用保障  

○ 必要性が高い子どもの利用確保のための仕組み（事業者による選別が起こらない仕組み）  

○ その他   



3 利用方式のあり方を中心とする保育サービスの提供の仕組みについて（議論の項目）  

○ 現行の市町村の保育実施義務の例外規定の課題、サービス・給付の保障の強化の仕組み  

○ 必要性が高い子どもの利用確保のための仕組み（事業者による選別が起こらない仕組み）（再掲）  

○ サービスの必要性■必要量の判断と受入保育所の決定が一体的に実施されている現行の仕組みの課題  

○ サービス提供基盤の整備責任の明確化  

○ 認可基準など一定の基準によるサービスの質の確保の仕組みの必要性  

○ 保育所と利用者の当事者間でサービスの向上等に取組むことを促す仕組み  

○ 利用者の手続負担や保育所の事務負担に対する配慮  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育サービスを保障するための公定価格の必要性  

○ 給付費の支払い方式  

○ 利用者負担の徴収方法  

○ その他  
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4 多様な提供主体の参入について（議論の項目）  

○ 保育所認可に裁量性が認められ、基盤整備に抑制的働くことの課題  

○ 必要な客観基準を満たしたサービスを給付対象とすることについて  

○ 地域の保育機能維持のための視点   

○ 株式会社・NPO法人等に対する初期投資費用（施設整備費用）に係る課題  

○ 運営費の使途範囲制限、会計基準の適用に係る課題  

○ 多様な提供主体の参入や量の抜本的拡充に際しての「質」の担保・指導監督  

○ その他   




